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園
制
が
、
い
つ
・
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
封
し
で

も
、
一
定
の
見
通
し
を
立
て
て
お
き
た
い
。
こ
れ
が
第
二
勲
で
あ
る
。

そ
の

際
、
同
時
代
の
中
園
王
朝
か
ら
の
影
響
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
五
胡
H
H
高
畠
郡

時
代
ゃ
、
先
行
す
る
諸
民
高
昌
園
時
代
か
ら
の
縫
績
性
に
も
注
意
を
挽
い
た
い

と
思
う
。

ア
ク
パ
ル
時
代
末
期
の
史
料
に
つ
い
て

|
|
い
わ
ゆ
る
『
ア
フ
ワ
l
リ
・
ア
サ
ド
・

ベ
グ
』
を
中
心
に
|
|
』

員

ネ谷

之

下

ア
ク
パ
ル
時
代
の
公
式
の
王
朝
史
『
ア
ク
パ
ル
・
ナ

1
7
』
は
著
者
の
暗
殺

に
よ
り
治
世
第
四
七
年
初
三
六

O
二
年
〉
ま
で
の
記
事
を
も
っ
て
中
紹
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
以
降
ア
ク
パ
ル
の
死
去

三

六

O
五
年
〉
ま
で
の
時
期
に

つ
い
て
は
、
同
時
代
史
料
が
き
わ
め
て
乏
し
く
、
詳
細
な
情
報
は
後
代
に
編
纂

さ
れ
た
年
代
記
に
錬
る
ほ
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
史
料
欣
況
に
お
い
て
、
そ
の
時
期
に
ア
ク
パ
ル
に
仕
え
た
人
物

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
記
録
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る

『
ア
フ
ワ

1
リ
・
ア
サ
ド
・
ベ

グ
』
は
貴
重
な
同
時
代
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
の
校
訂
本
は
い
ま
だ
存
在
せ
ず
、
ご
く
部
分
的
な

翻
誇
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
本
書
の
史
料
論
を
試
み
た
研
究

も
皆
無
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
研
究
は
、
今
日
知
ら
れ
る
本
書
の
潟
本
六
結
を
検
討
し
た
上

で、
一
.
篤
本
系
統
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
校
訂
本
作
成

へ
の
指
針
を
示
し、

二
.
著
者
の
履
庭
、
著
作
時
期
な
ど
の
検
討
か
ら
、
基
礎
的
な
史
料
論
を
示

す
。
そ
の
上
で
、

三
.
他
の
史
料
と
の
封
照
に
お
い
て
史
料
的
債
値
を
検
討
し
、

四
.
こ
の
時
期
に
関
す
る
史
料
金
般
の
諸
問
題
に
も
論
及
す
る。

「
近
代
」

に
直
面
す
る
遊
牧
民

|

|
ヤ
l
ジ
ュ
・
ベ
デ
ィ
ル

の
事
例
か
ら
|
|

江

}II 
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ヤ
l
ジ
ュ
・
ベ
デ
ィ
ル
は
、
西
ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
い
て
オ

ス
マ
ン
朝
の
行
財

政
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
遊
牧
民
グ
ル
ー
プ
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
一
五
三

O
年
、
ャ
l
ジ
ュ
・
ベ

デ
ィ
ル
は
、
「
ヤ
イ
ジ
ュ

ラ
ル
・

ュ
リ
ュ

ク
レ
リ
・

ジ
ェ
マ
ア
テ

ィ
」
と
し
て
知
ら
れ、

行
政
的
に
は
マ

ニ
サ
豚
ギ
ョ

ル

デ
キ
郡
に
恒
附
属
し
て
い
た
。
世
田
時
納
税
制
割
象
戸
と
し
て
一
一
戸
が
、
一
八
世
紀

初
頭
に
は
約
八

O
戸
が
、
さ
ら
に
一
九
世
紀
中
棄
に
は
パ
ル
ケ

ス
ィ
ル
地
域
に

あ
わ
せ
て
二
四
七
戸
が
存
在
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
ヤ
l
ジ

ュ・

ベ
デ
ィ
ル

は
、
人
口
増
加
と
新
た
な
経
済
力
の
獲
得
と
に
と
も
な
っ
て
、

ギ

ョ
ル
デ
キ
周

遅
か
ら
生
活
の
場
を
抜
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヤ
l
ジ

ュ・

ベ
デ
ィ

ル
は
、
も
と
も
と
弓

(
ヤ
イ
)
を
製
造
し
て
き
た
こ
と
に
よ

っ
て
古
く
か
ら

「
ヤ
イ
ジ
ュ
ラ
ル
(
弓
職
人
ど
と
い
う
名
で

知
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
二
ハ

世
紀
前
牢
に
は
一
一

J
一
二
の
弓
を
、
一
八
世
紀
初
頭
に
は
八

0
1八
一
の
弓


